
                       

 

令和元年１２月 ３日 

国土政策局地方振興課 

 
国土審議会「第 12回豪雪地帯対策分科会」の開催 

～豪雪地帯における施策の実施状況について報告等を行います～ 
 

 

 

 

＜背景＞ 

豪雪地帯対策分科会は、豪雪地帯対策特別措置法第５条に基づき、豪雪地帯に関する重要な事項について調査

審議することとされており、基本計画に基づく施策の実施状況等について定期的にフォローアップを行っており

ます。第 12回目となる今年度は、平成30年度以降に実施した交通・通信等の確保に関する事項を始めとする施

策について報告等を行います。 

＜概要＞ 

日時：令和元年 12月 10日（火）15：00～17：00 

場所：中央合同庁舎第３号館 11階特別会議室（東京都千代田区霞が関２－１－３） 

議題：豪雪地帯対策における施策の実施状況等について 

 委員：（別紙）委員名簿（予定）のとおり 

＜傍聴等＞ 

 傍聴をご希望の場合は、12月 6日（金）12:00までに、件名を「第 12回豪雪地帯対策分科会傍聴希望」

とし、①所属、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④メールアドレスを明記し下記メールアドレスへ送付願

います。申込み先着順とし、定員を超えた場合は事務局よりご連絡致します。 

【登 録 先】 メール：hqt-gousetsu1_atmark_gxb.mlit.go.jp 

 ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。 

 当日14:30～15:00に会議室入口で受付を行います。 

 カメラ撮りについては、冒頭のみ（議事開始前まで）に限らせていただきます。 

 本会議はペーパーレスで行います。原則、資料配付を行いません。会議資料は 12月 9日（月）12:00まで

に下記ページに掲載予定ですので、傍聴に際しては、事前にノートパソコン・タブレット等の端末に資料

を保存の上ご持参いただく等、ご協力をお願いいたします。なお、会場で資料掲載ページを閲覧される場

合は、ご自身で通信環境をご用意ください。 

【資料掲載ページ】https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s102_gousetsu01.html 

 

 

 

国土交通省は、12 月 10 日に、豪雪地帯対策の基本となるべき計画の実施を推進するた

め、国土審議会「第 12回豪雪地帯対策分科会」を開催します。 

【問合せ先】国土交通省 国土政策局 地方振興課 松居
まつい

、西川
にしかわ

、山下
やました

 

TEL：03-5253-8111（内線 29-562、29-563）、03-5253-8404（直通）、FAX：03-5253-1588 


